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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　時間情報が付された形状データを含む地図データ、及び、前記地図データに含まれる対
象物の属性であって位置情報及び時間情報が付された属性データを用いる地理情報システ
ムであって、
　プロセッサ、前記プロセッサに接続されるメモリ、前記プロセッサに接続される通信イ
ンターフェース、及び前記プロセッサに接続されるユーザインターフェースを備え、
　検索対象の地理的範囲及び検索キーの入力を受け付ける情報取込部と、
　前記入力された検索対象の地理的範囲と、前記形状データが表す範囲の少なくとも一部
が重なる形状データを前記地図データから抽出する地図検索部と、
　前記入力された検索キーと一致し、かつ前記抽出された形状データが表す範囲と前記位
置情報が重なる属性データを、前記形状データ及び前記属性データに付された時間情報に
従って、前記形状データと対応付ける対応付け部と、
　前記対応付けられた形状データ及び属性データを出力する出力部と、を備え、
　前記形状データ及び属性データに付された時間情報は、前記対象物が存在した又は存在
予定の期間であって、
　前記地図データは、複数の区画に区分されて格納されており、
　前記地図検索部は、前記入力された検索対象の地理的範囲が含まれる地図データの区画
を特定して、前記特定された区画において形状データを検索し、
　前記対応付け部は、
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　前記形状データの検索範囲と前記位置情報が重なる属性データを抽出し、
　前記抽出された形状データと属性データとを、前記属性データに付された位置情報を用
いて照合し、
　前記照合された形状データ及び属性データのうち、前記形状データ及び前記属性データ
に付された時間情報が重なるものを対応付け、
　前記形状データと対応付けられた属性データから、前記入力された検索キーと一致する
ものを選択することを特徴とする地理情報システム。
【請求項２】
　前記属性データに付された位置情報は、前記属性データが付された対象物の代表点座標
であって、
　前記対応付け部は、前記代表点座標が前記形状データが表す範囲に含まれるかによって
、前記形状データと前記属性データとを照合することを特徴とする請求項１に記載の地理
情報システム。
【請求項３】
　前記対応付け部は、
　前記対応付けられた形状データ及び属性データのいずれも変化しない期間に対応するデ
ータセットを作成し、前記作成されたデータセットが時間順に並べられた時間リストを作
成し、
　前記作成された時間リストから、前記入力された検索キーと一致する属性データを選択
することを特徴とする請求項１に記載の地理情報システム。
【請求項４】
　前記出力部は、前記対応付けられた形状データ及び属性データの、過去及び現在のデー
タとを、前記形状データの地図上の位置に重畳して表示するためのデータを出力すること
を特徴とする請求項１に記載の地理情報システム。
【請求項５】
　さらに、地図上で経路を探索する経路探索部を備え、
　前記対応付け部は、前記形状データと対応付けられた属性データの前記地図上の位置を
特定し、
　前記経路探索部は、前記位置が特定された属性データを用いて経路を探索し、
　前記出力部は、前記探索された経路を出力することを特徴とする請求項１に記載の地理
情報システム。
【請求項６】
　前記属性データは、前記対象物の移転先の情報を含み、
　前記対応付け部は、前記入力された検索キーと属性データが一致する対象物の移転先の
情報が、前記属性データに含まれている場合は、前記対象物の移転先の情報を取得し、
　前記出力部は、前記取得した情報を地図上に表示するためのデータを出力することを特
徴とする請求項１に記載の地理情報システム。
【請求項７】
　前記地図データ及び前記属性データは予め定められた期間によって区分されており、
　前記対応付け部は、前記区分された前記地図データ及び前記属性データを、最新の期間
のものから順に対応付けることを特徴とする請求項１に記載の地理情報システム。
【請求項８】
　前記情報取込部は、前記検索キーとして形状の入力を受け付け、
　前記対応付け部は、検索キーと属性データとの一致を判定することなく、前記抽出され
た形状データであって前記入力された形状と一致する形状の形状データと重なる属性デー
タを、前記形状データ及び前記属性データに付された時間情報に従って、前記形状データ
と対応付けることを特徴とする請求項１に記載の地理情報システム。
【請求項９】
　前記地理情報システムは、
　第１プロセッサ、前記第１プロセッサに接続されるメモリ、及び前記第１プロセッサに
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接続される通信インターフェースを備えるサーバと、
　第２プロセッサ、前記第２プロセッサに接続されるメモリ、前記第２プロセッサに接続
される通信インターフェース、及び前記第２プロセッサに接続されるユーザインターフェ
ースを備える端末と、を備え、
　前記サーバは、前記地図検索部、前記対応付け部及び前記出力部を備え、
　前記端末は、前記情報取込部、及び、前記出力部から出力されたデータを表示する表示
部を備えることを特徴とする請求項１に記載の地理情報システム。
【請求項１０】
　前記地理情報システムは、前記プロセッサ、前記メモリ、前記通信インターフェース及
び前記ユーザインターフェースを備える端末によって構成され、
　前記端末は、前記情報取込部、前記地図検索部、前記対応付け部、前記出力部、及び、
前記出力部から出力されたデータを表示する表示部を備えることを特徴とする請求項１に
記載の地理情報システム。
【請求項１１】
　時間情報が付された形状データを含む地図データ、及び、前記地図データに含まれる対
象物の属性であって位置情報及び時間情報が付された属性データを用いて地理情報を管理
する方法であって、
　検索対象の地理的範囲及び検索キーの入力を受け付け、
　前記入力された検索対象の地理的範囲と、前記形状データが表す範囲の少なくとも一部
が重なる形状データを前記地図データから抽出し、
　前記入力された検索キーと一致し、かつ前記抽出された形状データが表す範囲と前記位
置情報が重なる属性データを、前記形状データ及び前記属性データに付された時間情報に
従って、前記形状データと対応付け、
　前記対応付けられた形状データ及び属性データを出力し、
　前記形状データ及び属性データに付された時間情報は、前記対象物が存在した又は存在
予定の期間であって、
　前記地図データは、複数の区画に区分されて格納されており、
　前記形状データを抽出する手順では、前記入力された検索対象の地理的範囲が含まれる
地図データの区画を特定して、前記特定された区画において形状データを検索し、
　前記属性データを前記形状データと対応付ける手順では、
　前記形状データの検索範囲と前記位置情報が重なる属性データを抽出し、
　前記抽出された形状データと属性データとを、前記属性データに付された位置情報を用
いて照合し、
　前記照合された形状データ及び属性データのうち、前記形状データ及び前記属性データ
に付された時間情報が重なるものを対応付け、
　前記形状データと対応付けられた属性データから、前記入力された検索キーと一致する
ものを選択することを特徴とする地理情報管理方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は地理情報システムに関し、特に、目標とするランドマークが消滅していても、
過去のデータを参照することによって、ランドマークを探すことができる地理情報管理方
法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、地理情報システムの地図データの管理は、最新のデータに更新することが重視さ
れており、データが更新されると古い地図データは廃棄されていた。例えば、特許文献１
は、地図上の建物及び属性データを時系列的に管理する方法を開示する。これは、指定さ
れた特定の時間における建物の形状及び属性を検索することはできる。しかし、目標とす
る建物の存在した時間が不明である場合に、異なる時間に跨って検索することは困難であ
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った。
【０００３】
　また、特許文献２は、図形内に付加された代表点に属性データを対応付ける方法を開示
する。そして、属性が変更された場合、その点に新しい属性データを対応付ける。前述し
た特許文献１と同様に、この方式も異なる時間に跨って検索することは困難である。
【特許文献１】特開２００３－２５２０３５号公報
【特許文献２】特開２００３－１５７２８７号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　前述した背景技術では、地理情報システムを用いてランドマーク（建物、建設構造物等
）を照合する場合に、そのランドマークが地図上から消滅していることがある。通常、地
理情報システムによって利用される地図データは、常に最新のデータに更新されていく。
このため、過去の建物の形状や属性は消去されることが多い。よって、人が記憶している
過去に存在したランドマークを検索することは困難である。実際、特に都市部では、都市
計画の変更等によって、建物は変化する。
【０００５】
　さらに、時間を特定することなく、建物に対する属性を検索することは困難である。例
えば、建物に入っているテナント等は頻繁に変化する。特定された期間に存在したテナン
トを検索するニーズはあるが、従来の地理情報システムは最新の属性データのみを管理し
ているので、過去の属性データを検索できない。
【０００６】
　地理情報システムが過去のデータを保持していれば、保持された過去のデータを用いて
、特定の時間（例えば、最新時間から１年間等）に存在する建物及び建物の属性を検索す
ることが可能である。しかし、いつ存在したか分からない建物を検索することは困難であ
る。
【０００７】
　本発明では、過去に存在した建物及びテナントを検索することができる地理情報システ
ムを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明の代表的な一例を示せば以下の通りである。すなわち、時間情報が付された形状
データを含む地図データ、及び、前記地図データに含まれる対象物の属性であって位置情
報及び時間情報が付された属性データを用いる地理情報システムであって、プロセッサ、
前記プロセッサに接続されるメモリ、前記プロセッサに接続される通信インターフェース
、及び前記プロセッサに接続されるユーザインターフェースを備え、検索対象の地理的範
囲及び検索キーの入力を受け付ける情報取込部と、前記入力された検索対象の地理的範囲
と、前記形状データが表す範囲の少なくとも一部が重なる形状データを前記地図データか
ら抽出する地図検索部と、前記入力された検索キーと一致し、かつ前記抽出された形状デ
ータが表す範囲と前記位置情報が重なる属性データを、前記形状データ及び前記属性デー
タに付された時間情報に従って、前記形状データと対応付ける対応付け部と、前記対応付
けられた形状データ及び属性データを出力する出力部と、を備え、前記形状データ及び属
性データに付された時間情報は、前記対象物が存在した又は存在予定の期間であって、前
記地図データは、複数の区画に区分されて格納されており、前記地図検索部は、前記入力
された検索対象の地理的範囲が含まれる地図データの区画を特定して、前記特定された区
画において形状データを検索し、前記対応付け部は、前記形状データの検索範囲と前記位
置情報が重なる属性データを抽出し、前記抽出された形状データと属性データとを、前記
属性データに付された位置情報を用いて照合し、前記照合された形状データ及び属性デー
タのうち、前記形状データ及び前記属性データに付された時間情報が重なるものを対応付
け、前記形状データと対応付けられた属性データから、前記入力された検索キーと一致す
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るものを選択することを特徴とする地理情報システム。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明の実施の形態によると、過去のデータを使用して、過去に存在した建物を検索可
能となる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１０】
　まず、本発明の実施の形態の概要について説明する。本発明の実施の形態では、過去に
存在した建物の図形形状データを廃棄することなく、そのまま時間情報（存在期間、すな
わち、開始時間及び終了時間）を付加して保存する。形状及び／又は属性による検索がさ
れる場合に、現在の図形形状及び／又は属性に加え、時間情報を参照して、過去の図形形
状及び／又は属性を検索し、目標とする建物の存在を確認する。
【００１１】
　特定の場所（地理的範囲）を指定して検索をする場合、最新の地図及び属性を検索して
も、最新のデータの中に目標とする建物が含まれているとは限らない。更に、同じ建物で
あっても、テナント及び住居者がそこに入居しているとは限らない。しかし、本実施の形
態によると、形状や属性に時間情報を持たせ、時間を跨って検索することによって、所望
の建物及び属性を検索する。
【００１２】
　このため、まず、地理的範囲を指定して検索し、得られた結果について時間リストを作
成する。作成される時間リストは、図形形状データ及び属性データへのポインタ（例えば
データが記憶されているアドレス）及び時間情報を含む。そして、時間リストの中の時間
情報を順に検索することによって、目標とする所望の建物及び属性が存在するかを検索す
る。そして、これらのデータが存在する場合には、検索者に、検索結果である、異なる時
間に存在した建物及び属性の情報を提示することができる。
【００１３】
　より具体的には、本発明の実施の形態の地理情報システムは、時系列によって管理され
た地図データ及び属性データを格納した地図サーバ計算機、及び位置座標及び検索したい
建物の名称を送るクライアント計算機を備える。サーバ計算機及びクライント計算機は、
インターネットなどの有線及び／又は無線のネットワークによる通信機能が備わっている
。クライアント計算機は、入力された位置座標（地理的検索範囲）及び検索キー（名称）
をサーバ計算機に送り、建物形状及び名称を履歴地図データベース及び履歴属性データベ
ースから検索し、検索結果をサーバ計算機から取得し、取得した検索結果を表示する。
【００１４】
　次に、本発明の実施の形態の地理情報システムの構成について説明する。
【００１５】
　図１は、本発明の実施の形態の地理情報システムの構成を示すブロック図である。
【００１６】
　本発明の実施の形態の地理情報システムは、サーバ計算機群４０６及びクライアント計
算機群４０７を備える。
【００１７】
　サーバ計算機群４０６は、履歴地図サーバ４０１、履歴属性サーバ４０２及び時空間検
索サーバ４０３を含む。履歴地図サーバ４０１は、履歴を含む地図データベース１０１（
図２参照）及び領域データベース１０２を格納する。履歴属性サーバ４０２は、履歴を含
む属性データベース１０３（図２参照）を格納する。時空間検索サーバ４０３は、履歴地
図サーバ４０１及び履歴属性サーバ４０２にアクセスし、時間を現在から過去に遡りなが
ら、地図データ及び属性データを検索し、所定の目標データを取得する。
【００１８】
　各サーバは、プロセッサ、メモリ、通信インターフェース及びユーザインターフェース
を備える計算機であり、プロセッサがメモリに記憶されたプログラムを実行することによ
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って、以後に説明する処理が行われる。例えば、検索機能はソフトウエアによって実装さ
れる。これらのサーバの機能は、複数の計算機（ハードウェア）に実装されても、１台の
計算機に実装されてもよい。
【００１９】
　地理情報システムの利用者は、携帯電話機等の携帯端末４０４、携帯用の小型計算機で
あるモバイルＰＣ（Personal Computer）４０５を用いて、地図情報や名称を問い合わせ
る。クライアント計算機４０４及び４０５は、各々、プロセッサ、メモリ、通信インター
フェース、ユーザインターフェース及び位置取得手段（ＧＰＳ等）を備える計算機であり
、プロセッサがメモリに記憶されたプログラムを実行することによって、以後に説明する
処理が行われる。
【００２０】
　ＧＰＳによって取得された位置情報、及び検索したい名称情報がクライアント計算機に
入力されると、入力された情報は有線及び／又は無線の通信回線を経由して時空間検索サ
ーバ４０３に送られる。
【００２１】
　時空間検索サーバ４０３は、領域データベース１０２、地図データベース１０１及び属
性データベース１０３を参照して、図形形状及び建物の名称を検索する。時空間検索サー
バ４０３によって検索された図形形状の情報及び建物の名称の情報は、通信回線を経由し
てクライアント計算機に送られる。クライアント計算機に送られる。
【００２２】
　クライアント計算機に送られた情報は、クライアント計算機の画面に表示される。
【００２３】
　なお、図１には、一例として、サーバ・クライアント構成の地理情報システムの構成を
示したが、履歴地図サーバ４０１、履歴属性サーバ４０２及び時空間検索サーバ４０３の
各機能、及び携帯端末４０４の機能の両方を１台の端末装置に実装することによって、本
携帯型の地理情報システムを実現することができる。
【００２４】
　さらに、履歴地図サーバ４０１及び履歴属性サーバ４０２の機能を除いた、携帯端末４
０４に時空間検索サーバ４０３の機能を実装することによっても、本実施の形態の地理情
報システムを実現することができる。この場合、携帯端末４０４は、通信回線を介して、
履歴地図サーバ４０１及び履歴属性サーバ４０２に格納されるデータベースにアクセスし
、地図データ、領域データ及び属性データを取得することができる。
【００２５】
　図２は、本発明の実施の形態の地理情報システムの機能ブロック図である。
【００２６】
　本実施の形態の地理情報システムは、地図データベース１０１、領域データベース１０
２、属性データベース１０３、地図検索部１０４、地図属性データ出力部１０５、時空間
形状データ検索部１０６、位置情報・名称情報読取部１０７、地図座標変換部１０８、時
間リスト作成部１０９、時空間目標物照合部１１０、時空間属性データ検索部１１１及び
変化物データ指示部１１２を備える。
【００２７】
　なお、履歴地図管理サーバ４０１は地図データベース１０１及び領域データベース１０
２を備え、履歴属性サーバ４０２は属性データベース１０３を備え、時空間検索サーバ４
０３は地図検索部１０４から変化物データ指示部１１２の各構成を備える。
【００２８】
　地図データベース（ＤＢ）１０１は、過去のデータを含む履歴地図データを格納するデ
ータベースである。地図データは、建物を示す図形形状データ及び建物が存在した時間の
情報を含み、図４で説明する形式（フォーマット）３０１で、地図データベース１０１に
格納される。
【００２９】



(7) JP 4926891 B2 2012.5.9

10

20

30

40

50

　領域データベース（ＤＢ）１０２は、１区画の地図の領域と、地図データ、属性データ
とを関連付ける領域管理データを格納するデータベースである。具体的には、各地図デー
タの４隅の座標を領域データベース１０２に格納することによって、ある座標がどの地図
に含まれるかの情報を提供し、各地図の隣接関係を提供する。すなわち、領域データベー
ス１０２を利用することによって、ある点（座標）が、どの区画の地図に含まれるか、ど
の区画の属性データに含まれるか、を知ることができる。
【００３０】
　属性データベース（ＤＢ）１０３は、地図データに含まれる建物（図形形状）の属性を
格納する。属性データは、建物の名称（家屋、テナント名等）及び位置情報（例えば、代
表点座標）を含み、位置情報によって図形形状データと結びつけられる。属性データは、
図４で説明する形式（フォーマット）３０２で、属性データベース１０３に格納される。
【００３１】
　地図検索部１０４は、領域データベース１０２に格納された領域管理データを参照し、
参照すべき区画の地図データを地図データベース１０１から読み出し、読み出した地図デ
ータを計算機のメモリ上に展開する。時空間形状データ検索部１０６は、所定の領域にお
いて、現存又は過去に存在した建物の図形形状データを検索する。すなわち、時間を遡っ
て、過去に存在した建物の図形形状データを検索する。
【００３２】
　属性データ検索部１１３は、領域データベース１０２に格納された領域管理データを参
照し、参照すべき属性データを属性データベース１０３から読み出し、読み出した属性デ
ータを計算機のメモリ上に展開する。時空間属性データ検索部１１１は、所定の領域にお
いて、現存又は過去に存在した建物の属性データを検索する。すなわち、時間を遡って、
過去に存在した建物の属性データを検索する。
【００３３】
　位置情報・名称情報読取部１０７は、ＧＰＳ（Global Positioning System：汎用測位
システム）等の位置計測装置から得られる位置情報（位置座標）を取得し、属性の検索キ
ーとなる名称を取得する。これらの情報はクライアント計算機から無線通信回線を経由し
て送られる。ＧＰＳによって得られた位置情報は、世界座標系に準拠している。地図座標
変換部１０８は、ＧＰＳによって使用される世界座標系に準拠する座標を、必要に応じて
、地図データベース１０１に格納された地図の座標系に変換する。
【００３４】
　時間リスト作成部１０９は、時空間形状データ検索部１０６によって検索された図形形
状データ及び時空間属性データ検索部１１１によって検索された属性データを含み、これ
らの検索されたデータが時間情報に従って並べられた時間リストを作成する。
【００３５】
　時空間目標物照合部１１０は、地理的な検索範囲において時空間形状データ検索部１０
６によって検索された図形形状データ、及び時空間属性データ検索部１１１によって検索
された属性データから、指定された名称に関するデータを選択する。
【００３６】
　変化物データ指示部１１２は、時間リスト作成部１０９によって作成された時間リスト
から、検索条件に合致した図形形状データ及び属性データを抽出し、抽出された属性デー
タを、ＸＭＬ（Extensible Markup Language）等の機器間でデータ交換可能な形式に変換
する。地図・属性データ出力部１０５は、検索された図形形状データや属性データを、ク
ライアント計算機に送信する。
【００３７】
　本発明の実施の形態の地理情報システムは、現在地と地図と照合することによって、自
分の位置を地図を用いて把握することが可能になる。特に、ナビゲーションシステムにお
いては、地図を利用することによって位置が特定され、さらに、自分自身の現在位置から
特定の目標物を特定する。
【００３８】
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　しかし、目標物となる建物の名称情報（例えば、名称）を送っても、その名称を有する
建物が現実には存在しないことがある。これは建物が建て替わったり、テナントが入れ替
わったりするためである。その多くは、都市部における再開発、テナントの変更に起因す
る。しかし、検索対象が実在しない場合でも、ナビゲーションシステムの利用者は、現在
存在しない建物も検索できることを望んでいる。このような場合、検索キーとなる建物の
名称は、その建物が存在したという人間の記憶に基づくものである。本実施の形態では、
このような人の記憶に基づく過去の属性を検索キーとして建物を検索する。
【００３９】
　例えば、ある時点に存在した複数の建物が、一つの建物にまとめて改築されることがあ
る。また、都市計画により区画が変化することもある。建物の老朽化により建物の構造が
変化することもある。以下に、このような状況を説明する。
【００４０】
　図３Ａから図３Ｃは、履歴地図を用いた位置の時空間照合の説明図であり、図３Ａは、
最新（２００７年）の地図を示し、図３Ｂは、１９９０年の地図を示し、図３Ｃは、最古
（１９８５年）の地図を示す。
【００４１】
　図示するように、時間が変わると地図に表された建物の形状及び名称は変化する。２０
０７年の地図（図３Ａ）では、１９９９年の地図（図３Ｂ）に存在していた「ＨＨ商店」
２０７は、建物の形状が変わって（建物が建て替えられており）、名称も「ＣＣ商店」２
０３に変わっている。さらに、１９８５年の地図（図３Ｃ）によると、この場所には「Ｇ
Ｇ八百屋」２１０がある。
【００４２】
　１９８５年の地図（図３Ｃ）の「ＥＥ酒屋」２０８は、１９９０年の地図（図３Ｂ）で
は「ＦＦ銀行」２０６に建て変わっている。また、１９９０年の地図（図３Ｂ）の「ＦＦ
銀行」２０６は、２００７年の地図（図３Ａ）では「ＡＡ銀行」２０１になっており、銀
行の名称が変わっている。
【００４３】
　１９８５年の地図の「ＤＤ商店」２０９は、２００６年には「ＢＢ産業」２０２に建て
替わっている。
【００４４】
　このような建物の形状及び名称の変化は必然的に生じる。しかし、時間管理機能を備え
ない地理情報システムでは、過去の地図データを管理することができない。そのため、過
去の建物の形状や名称を照合することはできなかった。また、建物、建物名及びテナント
名等は、地域ごとにまとめて変化するわけではない。このため、建物の形状及び／又は名
称の変化を、それぞれの時間ごとに管理すると、全体地図のデータ量が非常に大きくなる
。また、特定の建物を検索する場合、データの読み出しに時間がかかることから、検索に
時間がかかる。
【００４５】
　このため、過去の建物の形状及び／又は名称による検索を可能とするため、家屋の変化
のみを地理情報システムによって経時的に管理する必要がなる。以下に、データの管理方
法について説明する。
【００４６】
　最初に、時間履歴管理方法について示す。図４に示すように、図形形状データは座標列
によって記述される図形データテーブル３０１に格納される。また、その属性データは属
性データテーブル３０２に格納される。図形形状データと属性データとは、通常別のテー
ブルに格納されている。図４では、「ＢＢ産業」２０２と、「ＤＤ商店」２０９の例につ
いて示す。両者は同じ時間には存在しない。「ＤＤ商店」の図形形状２０９は、図形デー
タ３０３に対応し、「ＢＢ産業」の図形形状２０２は図形データ３０４に対応する。また
、「ＤＤ商店」は、図形形状３０７の属性データ３０５であり、「ＢＢ産業」は、図形形
状２０２の属性データ３０６である。
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【００４７】
　図形データテーブル３０１に格納される図形形状データは、図形を構成する座標の数を
示す座標数、建物、道路などの種別を示す識別子（例えば、所定の番号）、対象が存在し
た時間範囲を示す開始時間及び終了時間、及び図形を構成する複数の点の実座標（２次元
の場合は（Ｘ，Ｙ）、３次元の場合は（Ｘ，Ｙ，Ｚ））による図形形状データを含む。
【００４８】
　属性データテーブル３０２に格納される属性データは、属性データセットの大きさを示
すデータ数、図形を代表する代表点の座標、属性が有効な時間範囲を示す開始時間及び終
了時間、及び属性データの内容を含む。代表点は、図形形状データ内又は図形形状データ
上に存在するように設定される。これによって、属性データと図形形状データとを関係付
けることができる。なお、図４では、図形形状２０２の代表点は点３０９であり、図形形
状２０９の代表点は点３１０である。
【００４９】
　図形形状データ及び属性データは、開始時間及び終了時間データを含むので、データが
有効な期間を特定することができる。さらに、同一の地理的範囲に含まれていても、同じ
データテーブル内に格納することが可能である。これによって、図形形状３０７、３０８
は、同じ領域に重なっている建物であるにもかかわらず、適切にデータを管理することが
できる。
【００５０】
　このようなデータ構造を用いることによって、空間的な照合に加え、時間的な照合（時
空間照合）によって、データを照合することができる。
【００５１】
　図３Ａを参照しながら例を示す。特定の場所（例えば、現在地）２０４の周辺に「ＥＥ
酒屋」があり、目的地に到達するためにはＥＥ酒屋の交差点を曲がることを覚えていた場
合、該特定の場所２０４において「ＥＥ酒屋」の検索を試みる。２００７年の最新地図（
図３Ａ）では、その場所にはＡＡ銀行２０１がある。
【００５２】
　該特定の場所２０４を中心に所定の領域（検索範囲）２０５に含まれる建物を探す範囲
検索を行った場合、「ＡＡ銀行」２０１が検索されるが、「ＥＥ酒場」は検索されない。
これは最新の地図のデータには「ＥＥ酒屋」が含まれないからである。しかし、過去の時
間属性を有する形状を含め、時間を過去に遡って形状を検索する。具体的には、図形形状
データ３０３及び３０４に含まれる開始時間属性及び終了時間属性を参照して過去に遡っ
て属性データの内容を検索する。これによって、「ＥＥ酒屋」２０８を検索することがで
き、曲がるべき交差点を特定することができる。
【００５３】
　また、建物に入っているテナントが替わっている場合も、同様の検索によって適切な情
報を得ることができる。具体的には、存在したと思われるテナントの名称をキーとして属
性データの内容を検索する。例えば、図３Ａにおいて、操作者は、「ＦＦ銀行」があった
ことを思い出し、「ＦＦ銀行」の名称を入力する。しかし、「ＦＦ銀行」は「ＡＡ銀行」
２０１に名称が替わっているため、領域２０５を用いて、「ＡＡ銀行」２０１に対応する
図形形状データを検索し、図形形状の内部に含まれる代表点から属性データを検索しても
「ＡＡ銀行」の名称しか記述されていない。
【００５４】
　しかし、属性の存在時間のデータを含む属性データを管理することによって、過去に遡
って、「ＦＦ銀行」２０６を検索することができる。具体的には、領域２０５と重なる図
形形状を有する建物を、過去の時間に遡って検索する。
【００５５】
　なお、テナントの名称と同様に、建物に付された看板の情報も属性データとして格納す
るとよい。これによって看板に記載された内容に基づいて検索することができる。
【００５６】
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　次に、本発明の実施の形態の履歴地図検索方法について説明する。
【００５７】
　図５は、本発明の実施の形態の地理情報システムによる履歴地図検索方法の概要を示す
フローチャートである。
【００５８】
　まず、クライアント計算機（携帯端末４０４、モバイルＰＣ４０５）が、検索対象であ
る目標の名称及び位置を取得する。位置の取得は、ＧＰＳ等によって位置座標を取得して
もよい（ステップ５０１）。クライアント計算機は、取得した名称及び位置のデータを時
空間検索サーバ４０３へ転送する（ステップ５０２）
　時空間検索サーバ４０３は、検索対象の名称及び位置のデータを、クライアント計算機
から受信すると、履歴地図サーバ４０１及び履歴属性サーバ４０２にアクセスし、転送さ
れた位置データを用いて地図データ及び属性データの検索を開始する。
【００５９】
　履歴地図サーバ４０１は、指定された位置（図３の２０４）から定められる領域（図３
の領域２０５）における履歴地図データを検索する。履歴属性サーバ４０２は、指定され
た位置から定められる領域における履歴属性データを検索する。時空間検索サーバ４０３
は、履歴地図中に含まれる図形形状データ、及び履歴属性中に含まれる属性データを特定
し、特定された図形形状データ及び属性データを時間によって対応付け、対応付けられた
図形形状データ及び属性データへのポインタ（例えば、データへアクセスするためのメモ
リアドレス）を、時間順にソートしてリスト化した時間リスト６１５（図９）を作成する
（ステップ５０３）。
【００６０】
　次に、時空間検索サーバ４０３は、作成された時間リスト６１５に含まれるデータを、
最新の図形形状データ、属性データから順番に照合し、検索対象として入力された名称と
一致する属性データ及び、当該属性データに対応する図形形状データを選択する（ステッ
プ５０４）。
【００６１】
　次に、時空間検索サーバ４０３は、選択された属性データ及び図形形状データをクライ
アント計算機に転送する。クライアント計算機は、時空間検索サーバ４０３から転送され
たデータを表示する（ステップ５０５）。
【００６２】
　図６から図８は、本発明の実施の形態の地理情報システムによる履歴地図検索方法の詳
細を示すフローチャートである。
【００６３】
　ユーザは、クライアント計算機（携帯端末４０４、モバイルＰＣ４０５）に、検索対象
である目標の名称を入力する（ステップ７０１）。
【００６４】
　クライアント計算機は、ＧＰＳ等の位置情報取得装置を用いて自分（クライアント計算
機）の位置を計測することができる。なお、ＧＰＳを用いることによって、地球上のいず
れでも位置を計測することができる。位置情報取得装置には、ＧＰＳの他、ジャイロセン
サや速度センサを用いてもよい。また、いずれの位置情報取得装置も利用できない場合は
、ユーザが地図上で指定する、住所等の情報を名称を入力する等の位置情報取得装置を利
用してもよい（ステップ７０２）。
【００６５】
　その後、クライアント計算機は、ステップ７０１で入力された名称、及びステップ７０
２で取得した位置情報を時空間検索サーバ４０３へ転送する（ステップ７０３）。これら
の情報は、サーバ計算機群４０６の時空間検索サーバ４０３に無線等の通信回線を介して
送られる。
【００６６】
　時空間計算サーバ４０３の位置・名称情報取込部１０７が転送された名称及び位置情報
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を受信すると、地図座標変換部１０８は、転送された位置情報が準拠する座標系の変換が
必要か否かを判定する（ステップ７０４）。これは、履歴地図サーバ４０１に保持される
地図データの座標系がＧＰＳの世界座標系とは異なる場合、座標系の変換が必要であると
判定し、転送された位置情報の座標系を変換する（ステップ７０５）。一方、座標変換が
必要でない場合は、ステップ７０６に進む。
【００６７】
　ステップ７０５では、座標変換が行われる。例えば、ＧＰＳによる世界座標系を日本の
公共座標系に変換する。この座標変換は既知の方法を用いることができる。
【００６８】
　次に、地図検索部１０４は、地図データベース１０１にアクセスして、指定された範囲
を含む地図データを取得する。履歴地図サーバ４０１に保持される地図データの範囲は、
領域データベース１０２に格納されている領域データによって管理されている。
【００６９】
　ステップ７０１で指定された位置座標２０４から探索領域２０５を定める。例えば、探
索領域２０５は、指定された位置座標２０４を中心とした円によって定めることができる
。なお、探索領域の広さを示すパラメータ（円の半径）は予め定めておく。そして、探索
領域２０５が含まれる１又は複数の地図データを取得する。
【００７０】
　次に、領域データを参照して、探索領域２０５と重複する地図データを特定し、探索領
域２０５と重複する地図データを読み出す（ステップ７０６）。地図データには、図４の
３０３及び３０４に示すような、時間情報（開始時間、終了時間）を含む図形形状データ
が含まれている。
【００７１】
　次に、時空間形状データ検索部１０６は、ステップ７０６において読み出された地図デ
ータから、探索領域２０５と重複する図形形状データを検索する（ステップ７０７）。
【００７２】
　ステップ７０６において読み出された地図データには、各図形形状の代表点座標（図９
の（Ｘ１，Ｙ１）～（Ｘ５，Ｙ５））が含まれる。属性データ検索部１１３は、属性デー
タベース１０３にアクセスして、代表点に対応する属性データを取得する。
【００７３】
　履歴属性サーバ４０２に保持される属性データの範囲は、地図データと同様に、領域デ
ータベース１０２に格納されている領域データによって管理されている。このため、領域
データを参照して、探索領域２０５と重複する地図データを特定し、特定された地図デー
タに対応する属性データを読み出す（ステップ７０８）。属性データには、図４の３０５
及び３０６に示すような、時間情報（開始時間、終了時間）を含む属性データが含まれて
いる。
【００７４】
　次に、時空間属性データ検索部１１１は、ステップ７０８において検索された属性デー
タの代表点座標が、ステップ７０７において取得した図形形状データに含まれるかを照合
する。そして、図形形状データに含まれる代表点がある場合、図形形状データと属性デー
タとが対応すると判定し、図形形状データ及び属性データのアドレス（ポインタ）を取得
する（ステップ７０９）。
【００７５】
　次に、時間リスト作成部１０９は、ステップ７０７において時空間形状データ検索部１
０６によって検索された図形形状データに含まれる時間データ、及び、ステップ７０９に
おいて時空間属性データ検索部１１１によって検索された属性データに含まれる時間デー
タを参照し、終了時間が最新の順に並べ替えることによって時間リスト６１５を作成する
（ステップ７１０）。
【００７６】
　時間リスト６１５は、図９に示すように、一つ以上のデータセットを含む。すなわち、
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時間リスト６１５に含まれる一つのデータセットは、開始時間・終了時間６１９、その期
間における図形形状データへのポインタ６２０、及び属性データへのポインタ６２１を含
む。図形形状データへのポインタ６２０及び属性データへのポインタ６２１は、各データ
が格納されたアドレスを用いるとよい。なお、各データへのポインタではなく、データ自
体を時間リスト６１５に含めてもよい。
【００７７】
　そして、終了時間が現在の時間に近い順に、時間リストに含まれるデータセットを並べ
替える。そして、並び替えられた順（現在の時間に近い順）に、属性データへのポインタ
６１９に従って、検索対象の名称と属性データとを照合する。このように時間順にソート
する理由は、人間の記憶は、最近から過去にいくにしたがって薄れていくため、現在に近
い過去のデータを優先して照合することによって、目標となる対象のヒットを早めるため
である。
【００７８】
　次に、時空間目標物照合部１１０は、ステップ７１０において作成された時間リスト６
１５を用いて、検索の対象となる名称データを検索する（ステップ７１１）。名称は、属
性データへのポインタ（アドレス２）６２１をたどって（すなわち、属性データベース１
０３のアドレス２に格納された属性データを読み出して）、名称データと属性データとを
照合する。その結果、検索対象の名称データが存在する場合は、ステップ７１３に進む。
一方、検索対象の名称が存在しない場合は、ステップ７１４に進む（ステップ７１２）。
【００７９】
　ステップ７１４では、時間リスト作成部１０９は、検索期間を変更する（ステップ７１
４）。例えば、検索期間を５年とすれば、最初は、現在～５年前の範囲を検索する。しか
し、その中に属性データが含まれていなければ、さらに５年遡り、５年前～１０年前の範
囲を検索する。その後、新たに定められた期間で、ステップ７０６以後の処理を実行する
。
【００８０】
　一方、ステップ７１３では、時空間目標照合部１１０は、名称と一致する属性データが
存在する場合には、この属性データに対応する図形形状データを読み出す。形状データは
、図形形状データへのポインタ（アドレス１）６２０をたどって、地図データベース１０
１のアドレス１に格納されたデータが読み出される（ステップ７１３）。時空間目標照合
部１１０は、時間リストに含まれる図形形状データへのアドレス６２０、属性データへの
アドレス６２１を参照して、図形形状データ、属性データを特定する。時間リストのデー
タセット６２２からは、図形形状データ６０６、属性データ６１１が特定され、特定され
たデータが読み出される。
【００８１】
　その後、変化物データ指示部１１２は、ステップ７１３において読み出された図形形状
データ及び属性データを抽出し、データを転送するための形式（例えば、ＸＭＬ形式）に
変換する（ステップ７１５）。
【００８２】
　データの形式が変換された図形形状データ及び属性データは、変化地図・属性出力部１
０５を経由して、クライアント計算機に送られる（ステップ７１６）。属性データの代表
点座標も送ることによって、属性データが付与された建物の位置を表示することができる
。
【００８３】
　以上のようにして、時間履歴まで考慮して検索された名称データ及び形状データが表示
される。
【００８４】
　次に、時間リスト６１５の作成方法の詳細を説明する。図９は、時間リスト６１５の構
造及びその作成方法を説明する図である。
【００８５】
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　時間リスト６１５には、前述したように、図形形状データ及び属性データが対応付けら
れて格納される。
【００８６】
　現在位置２０４の周囲の建物を検索する場合、まず、現在位置２０４に基づいて検索範
囲２０５が設定される（ステップ７０６）。さらに、ステップ７０６において、図形形状
データベース３０１から、探索領域２０５と重複する形状データ６０４～６０７が検索さ
れる。
【００８７】
　また、ステップ７０８において、属性データテーブル３０２から、属性データ６０９～
６１３が検索される。なお、ステップ７０８では、属性データ６０９～６１３以外の属性
データも検索されるが、属性データ６０９～６１３以外の属性データは、ステップ７０９
で代表点座標が一致しないので破棄されることから、図示は省略した。
【００８８】
　検索された図形形状６１５、６１６、６１７、６１８は、それぞれ、図形形状データ６
０６、６０５、６０７、６０４に対応する。また、名称「ＡＡ銀行」「ＦＦ銀行」「ＥＥ
酒屋」「ＢＢ産業」「ＤＤ商店」は、それぞれ、属性データ６１１、６０９、６１３、６
１０、６１２に対応する。
【００８９】
　次に、ステップ７０９において、属性データの代表点座標が図形形状データに含まれる
かが照合される。属性データは、時間情報及び代表点座標によって、図形形状データと対
応付けられる。代表点座標は構造物データの内部又は図形線上に配置されているので、形
状データと属性データとを対応付けることができる。
【００９０】
　例えば、属性データ「ＦＦ銀行」６０９は、その属性データの座標（Ｘ２，Ｙ２）が形
状データ６０６の内部に含まれることから、形状データ６０６と対応付けることができる
。
【００９１】
　また、同じ座標点に関係する複数の図形形状データ及びこの形状データに関係する複数
の属性データは、時間情報（開始時間、終了時間）によって一意に対応付けることができ
る。すなわち、形状データ及び属性データのいずれも変化しない期間で一つのデータセッ
トを作成される。属性データ「ＡＡ銀行」６１１が対応する図形形状データは、属性デー
タ「ＦＦ銀行」６０９が対応する図形形状データと同一である。よって、時間リストのデ
ータセット６２２及び６２３は、図形形状データへのポインタ（アドレス１）が共通であ
る。
【００９２】
　なお、時間情報をそのまま用いることなく、所定の時間間隔で時間情報を参照して、図
形形状データ及び属性データを対応付けてもよい。例えば、図形形状データ及び属性デー
タを１年単位で参照して、両データを対応付ける。具体的には、時間情報の月日を無視し
、年のみを参照すればよい。
【００９３】
　建物の形状（図形形状データ）及び属性データは、その変化のタイミング及びデータを
収集するタイミングの違いによって、同じタイミングで変化するとは限らない。よって、
このように所定の時間間隔で図形形状データ及び属性データを参照すれば、図形形状デー
タ及び属性データを対応付けるための演算量を削減することができる。
【００９４】
　時間リスト６１５にデータを格納する際は、まず、図形形状データと対応付けられた属
性データの時間情報を参照し、予め定められた期間（例えば、現在から５年間）に含まれ
る属性データを選択する。そして、選択された属性データを、その終了時間が現在に近い
順にソートする。そして、ソートされた時間順に、図形形状データへのポインタ（アドレ
ス１）及び属性データへのポインタ（アドレス２）を対応付け、その後、時間リスト６１
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５に格納する。
【００９５】
　予め定められた期間内に、図形形状データと対応付けられた属性データが存在しない場
合は、さらに過去に時間を遡った期間を定め、当該期間に含まれる属性データを選択する
。
【００９６】
　属性データの代表点が図形形状に包含されるかは、具体的には、以下の計算によって判
断することができる。まず、図形形状データに外接する四角形を求める。求められた外接
四角形の中に代表点が含まれるか否かを調べる。代表点が外接四角形に含まれない場合は
、この代表点はこの図形形状データには含まれない。
【００９７】
　また、代表点から座標軸と並行に線分を延ばし、この線分と図形形状データとが交差す
る回数を計算することによって、代表点が図形形状に包含されるか否かを判断することが
できる。例えば、延伸された線分と図形形状データとが交差する回数が奇数回の場合、代
表点は図形形状に包含されると判断される。一方、延伸された線分と図形形状データとが
交差する回数が偶数回の場合、代表点は図形形状の外にあると判断される。
【００９８】
　図形形状データ及び名称データを表示する場合、過去のデータを重ね合わせて表示する
ことができる。図１０に、過去と現在の図形形状データ及び名称データを重ね合わせて表
示する例を示す。
【００９９】
　図１０は、「ＦＦ銀行」及び「ＤＤ商店」が入力された場合の例を示す。「ＦＦ銀行」
の形状は、現存する「ＡＡ銀行」の形状と同一である。しかし、現在は、建物の名称が「
ＡＡ銀行」に変更されているため、図形形状データ１００１を太線で表示し、名称「ＦＦ
銀行」を枠で囲んで表示することによって、検索によってヒットしたデータを強調して表
示してする。一方、現在の名称「ＡＡ銀行」１００３は強調せずに表示する。
【０１００】
　また、「ＤＤ商店」の図形形状データ１００７を太線で表示し、名称「ＤＤ商店」１０
０６を枠で囲んで表示することによって、「ＤＤ商店」のデータを強調して表示する。
【０１０１】
　一方、過去の図形形状データ１００２を点線等の異なる線種で表示し、過去の名称「Ｂ
Ｂ産業」１００４は強調せずに表示する。過去の図形形状データも表示するため、同一の
場所に異なる時間に存在する形状同士の重畳を計算する必要がある。この図形の重畳は、
形状データに外接する四角形を求め、外接四角形の辺同士が交差するか否かを判定するこ
とによって、簡単に計算することができる。
【０１０２】
　このように、過去と現在の図形形状データ及び名称データを重ね合わせて表示すること
によって、利用者は、現在の地図と過去の名称とを、容易に対応付けることができる。
【０１０３】
　次に、本発明の履歴地図検索をカーナビゲーションシステム等に使用される経路探索に
適用した例について説明する。図１１Ａは、カーナビゲーションにおける現在の地図１１
１０を示し、図１１Ｂは、過去の地図１１２０を示す。
【０１０４】
　経路を探索する場合、目的地及び中継地が入力される。目的地及び中継地が存在しない
場合、又は名称が変わっている場合がある。このため、目的地及び中継地の過去の履歴を
検索する必要がある。
【０１０５】
　カーナビゲーションシステムは、現在地１１０１から、「ＲＲ石油」、「ＹＹ産業」及
び「ＵＵビル」を経由し、目的地「ＰＰホール」までの経路を探索する。しかし、最新の
地図データには、「ＲＲ石油」は含まれているものの、「ＹＹ産業」、「ＵＵビル」及び
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「ＰＰホール」は含まれていない。このため、カーナビゲーションシステムは、現在地１
１０１から「ＲＲ石油」１１０３までの経路しか探索することができない。すなわち、「
ＲＲ石油」１１０３から先には、入力された中継地及び目的地は存在しないので、「ＰＰ
ホール」までの経路を求めることはできない。
【０１０６】
　このように、従来のカーナビゲーションシステムでは、適切な経路を案内することがで
きなかったが、本発明の履歴地図検索を用いると、適切な経路を探索することができる。
【０１０７】
　すなわち、前述した履歴地図検索方法を用いると、過去の地図データ及び属性データを
参照することによって、現在の「ＫＫ商店」１１０４の位置には、「ＹＹ産業」１１０７
があったことが検索できる。現在の「ＴＴマンション」１１０５の位置には、「ＵＵビル
」１１０８があったことが検索できる。現在の「ＬＬ会館」１１０６の位置には、「ＰＰ
ホール」１１０９があったことが検索できる。このように検索された位置情報を用いると
、現在地１１０１から、「ＲＲ石油」、「ＹＹ産業」及び「ＵＵビル」を経由し、目的地
「ＰＰホール」までの経路を探索することができる。
【０１０８】
　このように中継地が指定される場合は、この経路を通ると有利（例えば、近道になる、
渋滞を避けられる）ことが分かっている場合なので、中継地を辿った経路を案内すること
が重要である。
【０１０９】
　さらに、経路案内中に特定の場所に近づいたとき、人間の記憶にある建物名が入力され
ても、付近に指定された名称の建物が存在しない場合がある。このような場合でも、時系
列地図を用いた履歴地図検索を用いることによって、過去に存在した建物の場所を検索す
ることができる。
【０１１０】
　さらに、過去の建物の情報を検索した場合、検索された過去の建物の位置及び名称をカ
ーナビゲーションの地図に格納しておくことによって、検索された過去の建物の位置及び
名称を繰り返し利用することができる。具体的には、「ＫＫ商店」１１０４と「ＹＹ産業
」１１０７とが、同じ位置に関係する名称として格納される。同様に、「ＵＵビル」及び
「ＰＰホール」も格納される。これによって、次回の経路探索時に、「ＹＹ産業」、「Ｕ
Ｕビル」及び「ＰＰホール」を利用することができる。
【０１１１】
　また、本発明の時系列地図を用いた履歴地図検索方法は、店舗が移転している場合にも
、移転先を検索することができる。例えば、図１２に示すように、Ａ市ＡＡ町１丁目の「
ＫＫ商店」の位置を検索しようとしたが、現在は「ＫＫ商店」はＢ市ＢＢ町４丁目に移転
している。従来の地図検索では、Ａ市ＡＡ町１丁目付近の地図において名称「ＫＫ商店」
を検索しても、「ＫＫ商店」が存在した場所は「ＹＹ産業」１２０３になっているので、
目的とする建物は見つけることはできない。
【０１１２】
　そこで、「ＫＫ商店」が移転した際、「ＫＫ商店」の属性データに移転先の代表点座標
を格納しておく。過去に存在した「ＫＫ商店」が履歴検索によって検索された後、領域デ
ータベース１０２を参照して、移転先の代表点を包含する領域を検索し、検索された領域
の地図を読み出して、代表点座標に対応する属性データを照合して、移転先の場所を特定
する。
【０１１３】
　さらに、過去の属性データを検索することによって、複数世代にわたって、移転先を追
いかけることができる。
【０１１４】
　これより、現存する「ＹＹ産業」１２０３と共に、過去に存在した「ＫＫ商店」１２０
４も、画面１２０１に表示する。なお、検索対象である「ＫＫ商店」は四角で囲って強調
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して表示される。さらに、サブ画面１２０２が表示され、その中に現在の「ＫＫ商店」１
２０５の場所が強調して表示される。
【０１１５】
　本発明の履歴地図検索は地表面の建物だけに限定されない。例えば、図１３に示すよう
に地下街地図１３０１にも、本発明の履歴地図検索を適用することができる。
【０１１６】
　すなわち、テナントの名称を属性データに格納しておき、名称をキーとして属性データ
を検索することによって、代表点座標が見つかり、過去にその場所が存在したことがわか
れば、テナントの存在を認識することができる。
【０１１７】
　例えば、予め作成されている地下街の地図を利用して、複数の異なる版の地図１３０１
を持っているユーザがナビゲーションをする場合、過去に存在した「Ｌ書店」１３０３を
待ち合わせ場所に指定しても、「Ｌ書店」１３０３は現在「Ｆ屋」１１０３になっている
ので、従来のナビゲーションでは「Ｌ書店」を見つけることはできない。しかし、本発明
の履歴地図検索を用いることによって、図１３に示すように過去に存在したテナントの「
Ｌ書店」１３０３を検索することができる。
【０１１８】
　なお、地下街はＧＰＳ衛星からの電波が届かないため、ＧＰＳ以外の位置情報取得手段
を、自分の位置座標の特定のために用いる必要がある。例えば、ＧＰＳ以外の位置情報取
得手段として、無線ＬＡＮシステムやセンサネットシステムを用いて、電波発信源の近く
を通過したときに、位置情報（地下内部での座標データ）を取得すればよい。
【０１１９】
　地下街では、建物の形状が変わることは少ないが、テナントの名称は頻繁に変化する。
従って、履歴地図データ及び履歴属性データを検索することによって、過去に存在したテ
ナントを確認することができる。
【０１２０】
　なお、履歴地図において管理される図形形状データ及び属性データは、現在と過去の図
形形状データ及び属性データに限定する必要はない。例えば、将来の建物の図形形状デー
タ及び属性データを、各々、地図データベース１０１及び属性データベース１０３に格納
することによって、将来の時間においても検索することができる。具体的には、図形形状
データ３０３、３０４及び属性データ３０５、３０６に、建設予定の建物の概略の形状、
名称及び時間情報を登録すればよい。
【０１２１】
　これによって、過去、現在、将来も含めて、建物を検索することができる。
【０１２２】
　ここまで、図形形状データ及び属性データに時間情報を含めることによって、現在だけ
でなく、過去に存在した建物及び将来に存在する建物のデータの管理について説明した。
しかし、時間変化情報が蓄積するとデータも大きくなり検索に時間がかかる。このため、
図１４に示す構成でデータを管理することによって、検索を効率化する。
【０１２３】
　図１４に示す例では、地図データは所定の期間毎に分割された地図データテーブルに格
納される。同様に、属性データは所定の期間毎に分割された属性データテーブルに格納さ
れる。例えば、図１４に示すように、１９７０年～１９８０年、１９８１年～１９９０年
、１９９１年～２０００年、２００１年以降のように、データを分割することができる。
そして、過去に遡って図形形状データ及び属性データを検索する場合、まず、最近（２０
０１年以降）のデータから検索する。そして、検索対象のデータがその期間に存在しない
場合、検索された期間と隣接する過去の期間（１９９１年～２０００年）に遡って検索を
する。
【０１２４】
　また、図１４は、地図データベース１０１に格納された地図データ及び属性データベー
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ス１０３に格納された属性データが、時間によって分割されている状態（１４０１、１４
０２、１４０３、１４０４）を示す。この場合、複数の期間にわたって存在する図形形状
データ及び属性データは、複数のデータテーブルに重複して格納される。
【０１２５】
　図１４に示す例では、前述した図２と異なり、時間管理部１４０６が新たに追加されて
いる。時間管理部１４０６は、参照すべき地図データテーブル及び属性データテーブルの
期間を管理する。そして、時空間目標照合部１１０から、検索未終了（検索したが、検索
対象の図形形状データ及び属性データが検索されなかった状態）の信号１４０９が送られ
た場合に、時間管理部１４０６は、次に検索すべき過去の地図データテーブル及び属性デ
ータテーブルを指定して、地図検索部１０４及び時空間形状データ検索部１０６、さらに
属性検索部１１３および時空間属性データ検索部１１１による検索範囲を指定する。これ
は前述したステップ７１４（図７参照）に相当する。
【０１２６】
　また、属性を検索キーとして検索するのではなく、形状を検索キーとして検索すること
も考えられる。例えば、図１５に示すように、概略の形状１５０６を入力して、その入力
された形状と一致する形状を、過去に遡って検索する。検索キーとなる形状は、ペン入力
等の方法によって、計算機の画面に直接入力する方法が採用できる。
【０１２７】
　このような形状をキーとした検索は、特徴的な形状の建物が存在する場合に有効である
。データのフォーマット及びデータ間の関係は、図４に示すものと同一のものを用いるこ
とができる。
【０１２８】
　例えば、図１５に示すように、検索キーとなる形状１５０６の入力を受け付ける。検索
キーとなる形状には、二つの円形１５０３、１５０４及び一つの四角形１５０５が入力さ
れている。そして、検索キーとなる形状１５０６は、一つの四角形と近接した二つの円形
を含むことが、計算機によって判定できる。そこで、地図データを参照すると、現在の地
図データには検索キーとなる形状と一致する図形形状データはないが（現在は形状１５０
１である）、過去の地図データには検索キーとなる形状と一致する図形形状データが登録
されている。この形状の照合には、一般的な公知のパターンマッチング技術を用いること
ができる。
【０１２９】
　そして、検索された形状に代表点座標が含まれる属性データを検索し、名称「ＢＢＢビ
ル」１５０２を探し出すことが可能となる。このように、履歴地図検索を用いることによ
り、過去に存在した建物の形状を照合することが可能となる。
【０１３０】
　このとき、現在の建物の形状データ１５０１（点線表示）、及びその名称「ＡＡＡ社」
を、過去の図形形状データ及び名称と重畳して表示することによって、建物やその属性が
変更されていることを表示することができる。
【０１３１】
　なお、一つの四角形と２個の円形状の存在期間が異なる場合であっても、検索すること
ができる。具体的には、まず、円形状の形状キーとして過去の地図データを検索し、検索
された円形に近接してもう一つの円形及び四角形が存在したかを、別の期間も検索範囲に
含めて地図データを検索する。そして、存在期間が重複しなくても、検索キーとなる形状
の一部が各期間で一致した場合に、検索ヒットとすることができる。
【０１３２】
　地図は、最新の情報に更新されると、過去の情報が失われてしまう。しかし、以上説明
した実施の形態によると、時間情報が付加されたデータを管理することによって、過去の
データを廃棄することなく、保持して、検索に利用できるようになる。
【０１３３】
　さらに、同じ場所が異なるテナントになっている場合でも、過去のテナント名を検索キ
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ーとして、過去に存在したテナントを検索することができる。
【０１３４】
　これによって、検索目標の名称（及び、その名称を有する建物）が現存しなくても、検
索対象とする期間を指定することなく、過去に遡って検索が可能となる。また、異なる時
間に存在した建物の属性データ（名称等）を用いて、ナビゲーション等の機能を実現する
ことができる。
【０１３５】
　また、地図データと属性データの両方を用いて過去の建物を特定していくので、ある期
間のデータが欠落していても、過去に遡って検索をすることができる。
【０１３６】
　さらに、検索対象の地理的範囲と属性データとを直接照合するのではなく、検索対象の
地理的範囲と建物の形状データとを照合し、その後、建物の形状データと属性データの位
置情報（代表点）とを照合する。このため、属性データの位置情報が検索対象の地理的範
囲に含まれない場合でも、検索目標の属性データの検索が可能となる。例えば、建物が大
きい場合には、代表点は建物の一端から離れた場所にある。本実施の形態によると、大き
な建物の一部が地理的検索範囲と重なれば、建物とリンクされた代表点を検索することが
できる。
【図面の簡単な説明】
【０１３７】
【図１】本発明の実施の形態の地理情報システムの構成を示すブロック図である。
【図２】本発明の実施の形態の地理情報システムの機能ブロック図である。
【図３Ａ】本発明の実施の形態の履歴地図を用いた位置の時空間照合の説明図である。
【図３Ｂ】本発明の実施の形態の履歴地図を用いた位置の時空間照合の説明図である。
【図３Ｃ】本発明の実施の形態の履歴地図を用いた位置の時空間照合の説明図である。
【図４】本発明の実施の形態の時間履歴管理方法の説明図である。
【図５】本発明の実施の形態の履歴地図検索方法の概要を示すフローチャートである。
【図６】本発明の実施の形態の履歴地図検索方法の詳細を示すフローチャートである。
【図７】本発明の実施の形態の履歴地図検索方法の詳細を示すフローチャートである。
【図８】本発明の実施の形態の履歴地図検索方法の詳細を示すフローチャートである。
【図９】本発明の実施の形態の時間リスト作成方式の説明図である。
【図１０】本発明の実施の形態の地図の表示例を示す図である。
【図１１Ａ】本発明の実施の形態の経路検索への適用例を示す図である。
【図１１Ｂ】本発明の実施の形態の経路検索への適用例を示す図である。
【図１２】本発明の実施の形態のテナントの移転先の表示例を示す図である。
【図１３】本発明の実施の形態の地下街における履歴地図検索への適用例を示す図である
。
【図１４】本発明の実施の形態の履歴地図データ／属性データの別な構成を示すブロック
図である。
【図１５】本発明の実施の形態の形状データを検索キーとした検索の説明図である。
【符号の説明】
【０１３８】
１０１　地図データベース
１０２　領域データベース
１０３　属性データベース
１０４　地図検索部
１０５　地図・属性データ出力部
１０６　時空間形状データ検索部
１０７　位置・名称情報読取部
１０８　地図座標変換部
１０９　時間リスト作成部
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１１０　時空間目標物照合部
１１１　時空間属性データ検索部
１１２　変化物データ指示部
１１３　属性データ検索部
４０１　履歴地図サーバ
４０２　履歴属性サーバ
４０３　時空間検索サーバ
４０４　携帯端末（携帯電話機）
４０５　モバイルＰＣ
４０６　サーバ計算機群
４０７　クライアント計算機群

【図１】 【図２】
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